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2013 年 4 月 28 日付で、国家外貨管理局が「『外債登記管理弁法』通知の公布」（匯発［2013］19 号）を発表

しました。通知は 5 月 13 日より実施され、従来外貨管理局で審査認可が必要とされていた外債資金の人民元

転・引き出しや元金返済など一部の関連手続きに関する審査認可権限が変更されました。具体的な内容は以下

となります。 
 
一、外債登記の定義 
外債登記とは、債務者が国外から資金を借り入れる際、規定された方式に基づき外貨管理局で、借入につい

いての情報の登記、或は報告を行うことを指す。 
 
二、外債（外貨）にかかる手続き 

 実施機関 必要手続内容（変更後） 

①借入実行時 
所在地外貨管理局 外債登記 

取扱銀行 外債専用口座開設 
国外からの資金受入れ 

②人民元への両替・引き出し 取扱銀行 必要書類を提出し、審査を受ける 
人民元に両替・利用 

③返済時 取扱銀行 
必要書類を提出し、審査を受ける 
外貨に両替・返済 
外債登記抹消【新規追加】 

 
三、銀行に委譲する主要な業務 

項目 変更前 変更後 

外債専用口座開設 外貨管理局発行の「外債登記証」を取得した

上で、銀行で手続きを実施 銀行が審査した上で口座を開設 

外貨から人民元への両

替・引出／人民元から外

貨への両替・返済 
外貨管理局の審査認可必要 

直接銀行に必要資料を提出。銀行は用

途が適切であるか、営業範囲に合致し

ているかなどを審査した上で手続きを行

う。 

外貨専用口座閉鎖 
外貨管理局の審査認可（要確認）* 
地域によって異なる。上海の場合は口座閉鎖時に

残高金額が 1,000 ドル以上のみ必要とされていた。 
銀行が審査した上で実施 

 
四、国外保証による借入の管理について 

国外の保証人が保証履行する場合は、保証金額は外商投資企業の投注差の範囲内でなければならない。 
またその際に、所在地外貨管理局に外債登記を実施する必要がある。 

 


